
   千葉市放課後子ども教室推進事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１３条の規定を踏

まえ、千葉市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が学校、家庭及び地域住

民相互の連携及び協力を推進するために社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）

第５条第１３号の規定に基づき行う千葉市放課後子ども教室推進事業（以下「推進

事業」という。）の実施に関し必要な事項を定めることにより、児童が地域社会の

中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進することを目的とする。 

 （対象児童） 

第２条 推進事業の対象となる者は、千葉市立小学校設置条例（昭和３９年千葉市条

例第１５号）第２条に規定する小学校（以下「学校」という。）に在籍する児童及

び第１０条の協力員が保護する就学前児童（以下「対象児童」という。）とする。 

 （事業） 

第３条 推進事業は、対象児童に対し、放課後の学校施設等において、次の事業を実

施することにより行う。 

（１）学習の機会の提供 

（２）スポーツ及び文化活動の機会の提供 

（３）地域住民との交流活動の提供 

（４）その他教育委員会が推進事業の目的を達成するために必要があると認める事業 

２ 推進事業は、学校の通学区域ごとに実施する。 

 （委託） 

第４条 教育委員会は、推進事業の効果的な運営を図るため、推進事業に係る事務の

うち次に定めるものを、社会教育関係者、児童福祉関係者、地域住民等により組織

される団体（以下「実行委員会」という。）に委託する。 

（１）実施計画の策定に関すること。 

（２）学校、教育委員会、関係機関等との連絡調整に関すること。 

（３）安全管理に関すること。 



（４）広報活動に関すること。 

（５）推進事業の実施に必要な人の確保に関すること。 

（６）その他教育委員会が推進事業の目的を達成するために必要があると認める事務 

２ 実行委員会は、円滑な事業推進のため推進事業において執行される次に関する一

切の件を、委任状（様式３）（再委任する実行委員会にあっては委任状（様式４））

により放課後子ども連絡協議会に委任するものとする。 

（１）委託契約の締結に関すること 

（２）委託料の請求に関すること 

３ 教育委員会は、推進事業の実施に関して、実行委員会に対して必要な指導、助言

等を行うものとする。  

 （実施日時） 

第５条 推進事業の実施日時は、月曜日から金曜日まで（１２月２９日から翌年の１

月３日までの期間を除く。）の授業終了後から午後４時３０分までの時間帯の中か

ら、実行委員会が学校と協議して決定する。 

２ 前項に規定する実施日時は、学校教育又は施設管理に支障がある場合その他教育

委員会が特別の事由があると認める場合は、変更することができる。 

 （実施計画の策定等） 

第６条 実行委員会は、学校と協議の上、年度ごとに推進事業の実施計画を策定し、

放課後子ども教室実施計画書（様式１）及び実行委員会規約（様式２）を年度最初

の実施日の１週間前までに教育委員会に提出しなければならない。 

 （参加児童の募集等） 

第７条 実行委員会は、事業への参加を希望する児童を募集し、参加することとなっ

た児童を放課後子ども教室参加者名簿（様式５）により教育委員会に報告しなけれ

ばならない。 

 （コーディネーターの配置） 

第８条 実行委員会は、推進事業の総合的な調整役を担うコーディネーターを配置し

なければならない。 

２ コーディネーターは、学校の通学区域又は隣接区域において地域に根ざした活動



を行っている者その他児童の健全育成に情熱を持っている者を当該学校の長が実

行委員会に推薦する。 

３ 実行委員会は、放課後子ども教室実施計画書にコーディネーターの氏名を明記し、

教育委員会の承認を受けなければならない。 

４ 教育委員会は、前項の承認をした場合は、コーディネーターに対して放課後子ど

も教室コーディネーター証明書（様式９）を交付するものとする。 

 （学習アドバイザーの配置） 

第９条 実行委員会は、推進事業における対象児童の勉強、スポーツ、文化芸術活動

などの学習活動において指導に当たる学習アドバイザーを配置することができる。 

２ 実行委員会は、放課後子ども教室実施計画書に学習アドバイザーの氏名を明記し

教育委員会に報告しなければならない。 

３ 学習アドバイザーは、コーディネーターと兼ねることができる。 

４ 教育委員会は、必要と認めた場合は、学習アドバイザーに対して放課後子ども教

室学習アドバイザー証明書（様式１０）を交付するものとする。 

 （協力員の配置） 

第１０条 実行委員会は、コーディネーター及び学習アドバイザーと協力して推進事

業における児童の活動支援及び児童の安全見守を行う協力員を配置することがで

きる。  

２ 実行委員会は、協力員を配置したときは、放課後子ども教室協力員名簿（様式６）

により教育委員会に報告しなければならない。 

３ 教育委員会は、必要と認めた場合は、協力員に対して放課後子ども教室協力員証

明書（様式１１）を交付するものとする。 

 （事故報告） 

第１１条 実行委員会は、推進事業の実施に伴い事故が発生した場合は、速やかに、

事故報告書（様式８）により教育委員会に報告しなければならない。 

 （実施報告） 

第１２条 実行委員会は、毎月の受託事業の実績を、放課後子ども教室実施報告書（様

式７）により、その翌月の１０日までに（３月分については３月２０日までに）教

育委員会に報告しなければならない。 



 （費用） 

第１３条 コーディネーター及び学習アドバイザーへの謝礼金の単価は、１日当たり

１，１１０円とする。 

２ 協力員への謝礼金は、支払わない。 

３ 謝礼金以外の経費は、消耗品費、教材費等推進事業の運営に必要な費用を積算す

る。 

 （利用者負担） 

第１４条 事業に参加する児童は、保険に加入することとし、保険料は、当該児童の

保護者が負担する。 

２ その他、対象児童個人に給する教材費等が生じる場合は、その都度、当該児童の

保護者が実費を負担する。 

 （研修） 

第１５条 教育委員会は、コーディネーター、学習アドバイザーその他の推進事業へ

の協力者に対して、推進事業に関して必要な資質の向上を図るとともに千葉市放課

後児童健全育成事業その他の放課後対策事業に係る情報を提供するため、研修を実

施するものとする。  

 （補則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、推進事業の実施に関し必要な事項は、別に

定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、推進事業の実施に関し必要な手続は、この要綱の施行

の日前に行うことができる。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 



 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


